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通知カードは、次のような形式で送られます。

表 裏

マイナンバーについて詳しく知りたい方は
◆マイナンバー・ポータルサイト
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆マイナンバー・コールセンター（有料）
　TEL 0570－20－0178（0570－20－0291外国語対応）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　総務課　377－5651

　10月以降、マイナンバーをお知らせする「通知カード」が、簡易書留にて一世帯まとめて郵送されます。
　現在のところ、次のような形式で送られる予定ですが、世帯まとめて送付されること、実際に行政機関や
勤務先等で使用する時期まで期間があることなどから、紛失や廃棄をせず、大切に保管してください。


